
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 ・春の交通安全運動  

・世界保健デ- 

１０月 ・全国労働衛生週間 

・6～7日全国労働災害防止大会（金沢） 

５月 ・STOP熱中症クールワークキャンペーン

開始（5/1～9/30 強化期間7・8月） 

・禁煙週間 

１１月 ・過労死等防止啓発月間 

・特定自主検査強調月間 

・秋季全国火災予防運動 

６月 ・全国安全週間準備期間 

・土砂災害防止期間・危険物安全週間 

１２月 ・建設業年末年始労働災害強調期間 

・職場のハラスメント撲滅月間 

７月 ・全国安全週間 

・６日 産業安全衛生宮城大会 

１月 11日 安全祈願祭・安全衛生推進大会 

８月 ・墜落・転落災害撲滅キャンペーン 

・電気使用安全月間・防災週間 

・防災週間 

３月 ・建設業年度末労働災害防止強調月間 

・春季全国火災予防運動 

・自殺対策強化月間 

９月 ・全国労働衛生週間準備期間 

・健康増進普及月間 

・秋の交通安全運動 

  

建設業 年度末労働災害防止強調月間実施中！ 
令和４年３月１日〜３月 31 日 

年度末を安全に！ 過労・睡眠不足 事故のもと！ 

令和３年の建設業の労働災害は、死傷件数、死亡件数とも、全

国及び宮城県内でも、対前年比で増加しております。 

死傷者数：全国+2.4%（県内+18.6%）  

死亡者数：全国+12.6%（県内+100%）～いずれも速報値 

令和４年度「建設業労働災害防止対策実施事項」(3 月会報に

同封しております)は、労働安全衛生規則等のポイントばかりで

なく、安全衛生水準の一層の向上を図るための重要な安全衛生

対策が記載されています。 会員の皆様におかれましては、自社

安全衛生管理体制の見直し、現場安全衛生管理等のチェックポ

イントとして、御活用いただきますようお願いいたします。 

新年度に向けた店社・作業所安全衛生計画を作成されましたか？ 
新年度に向けて、安全衛生基本方針、目標、重点施策などを記載した年間計

画を作成しましょう。セーフワーク宣言の見直しや、建設業労働安全衛生マネ

ジメントシステム（コスモス）の導入も御検討ください。 

（年間計画作成例：令和４年度「建設業労働災害防止対策実施事項」の参考資料に添付しています。） 

令和4年度 主な安全衛生関連行事 （詳しくは上記「実施事項」参考資料を参照） 



  

 

令和4年4月以降に着工する一定規模（右参照）の

工事から、石綿含有の有無の事前調査結果につい

て、所轄労働基準監督署に電子システムにより報告

する必要があります。 

（ポイント） 

※ 上記は、報告が必要となる基準であって、事

前調査そのものは、床面積・請負金額にかか

わらず、原則すべての建築物の解体・改修工

事は事前調査が必要。 

※ 石綿がなしでも報告が必要です。石綿全面

禁止日（着工日等が平成18年９月１日）以

降の建築物・工作物・船舶であっても報告が必要。 

※ 同一工事を複数事業者が請け負っている場合は、元請事業者がまとめて報告する必要。 

※ 上記事前調査は、令和5年10月以降 石綿含有建材調査者講習修了者等による調査が義務に。 

石綿関連規制の詳細は、厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト

（https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/）を参照してください。 

また、1月31日に実施した宮城労働局による本届出に関する説明会の様子を当支部ホームページ

に動画・説明資料を掲載しています。 

   

 

令和4年度の技能講習・教育等予定表を更新しました。(2月25日時点）→当支部ホームページに掲載 

(1) 石綿作業主任者技能講習 ①7月25・26日、②令和5年1月12・13日、③3月6・7日に追加。 

(2) 一戸建て対象の建築物石綿含有建材調査者講習を①7月13・14日②11月11・12日に追加。 

サテライト教室のご案内 

遠隔地の受講生の皆様の利便を図るため、サテライト教室（仙台のメイン会場の講習を別会場で

インターネットでライブ配信するもの）を開催します。学科部分（実技は仙台）をお近くに会場で

受講できますので、ぜひご利用ください。 

サテライト教室講習予定日（学科）     ※は講習予定日の翌日以降実技講習があります。 

講習名             地 区   石巻 古川 大河原 築館 

石綿作業主任者技能講習 6月（締切） 9月1・2日 11月17・18日  

車両系建設機械（整地等）運転技能講習※ 5月10・11日 

10月18・19日 

4月11・12日 

9月7・8日 

6月13・14日 

11月7・8日 

7月19・20日 

高所作業車運転技能講習※ 5月12・13日 

10月20・21日 

2月14・15日 

4月13・14日 

9月12・13日 

6月15・16日

11月9・10日 

 

7月13・14日 

12月13・14日 

足場組立特別教育 9月12日    

 

法令改正情報 ＜報告が必要な工事＞ 

① 解体工事部分の床面積の合計が 80 ㎡以上の建築

物の解体工事 

② 請負金額が税込 100 万円以上である建築物の改

修工事 

③ 請負金額が税込 100 万円以上である特定の工作

物の解体又は改修工事 

④ 総トン数が 20 トン以上の船舶（鋼製のものに限

る）の解体又は改修工事（※令和４年１月 13日厚生労働省令

第３号により追加） 

講習案内（追加等）

等） 

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

